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 第１部 総 則  

 

第１章 計画の方針 

 

第１節 計画の構成                             

 

１ 横須賀市地域防災計画の全体構成 

横須賀市地域防災計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条の規

定に基づき、本市における災害に対処するための基本的かつ総合的な計画として、横

須賀市防災会議が策定する計画であり、災害の種類に応じて「地震災害対策計画」、「風

水害対策計画」、「都市災害対策計画」、「原子力災害対策計画」に区分し、４編で構成

している。 

  また、各編に必要な資料を「資料編」として編集している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の修正 

横須賀市地域防災計画は、災害対策基本法第 42条の規定に基づき、毎年検討を加え、

必要があると認めるときはこれを修正する。 

 

３ 他の計画及び他の法令等に基づく計画との関係 

横須賀市地域防災計画「原子力災害対策計画編」（以下「本計画」という。）は、神

奈川県地域防災計画、災害対策基本法第 41 条に掲げる防災に関する計画及び国のマニ

ュアル（中央防災会議主事会議申合せによる原子力艦の原子力災害対策マニュアルを

いう。以下、同じ。）との整合性、関連性を有する。 

 

第２節 横須賀市地域防災計画「原子力災害対策計画編」の方針          

 

１ 計画の目的 

本計画は、原子力災害発生時における次の対策について、県、市、指定地方行政機

関、指定公共機関、指定地方公共機関、その他の関係機関がとるべき措置を定め、総

合的かつ計画的な原子力防災業務の遂行によって、市民の生命・身体及び財産を保護

するとともに、社会秩序の維持及び公共の福祉に資することを目的とする。 

地震災害対策計画編 

風水害対策計画編 

都市災害対策計画編 

原子力災害対策計画編 

資 
 

料 
 

編 

横須賀市地域防災計画 



【原子力艦】第 1部 総則－2 

  【対策】 

災害対策基本法に基づき、原子力艦の原子力災害の応急対策、原子力災害の

復旧を図るために必要な対策（原子力艦本体及び外国政府の管理下にある区域

での対策を除く。ただし、「在日米海軍との防災協定」に基づく対策は含む。） 

 

２ 計画の構成・内容 

本計画は、原子力災害対策に関して、総合的かつ基本的な性格を有するものであり、

本市が行うべき各種対策を、「予防」「応急対策」「復旧・復興」の時系列ごと及び対象

施設等ごとに配することにより、各部局の業務に応じた活動細部計画及び関係機関等

の防災計画の策定、諸活動の実施等における基本体系となる構成になっている。 

なお、本計画に定めのない事項は、「横須賀市地域防災計画 地震災害対策計画編」

に準拠するものとする。 

   本計画の構成及び主な内容は次のとおり。 

構  成 主  な  内  容 

第 1 部 総  則 
原子力災害が発生した場合の本市の方針及び災害想定、本

市及び防災関係機関等が行うべき業務の大綱等 

第 2部 
災害予防 

計  画  

被害を未然に防止又は最小限に止めるために、本市、防災

関係機関、市民等が行うべき措置など 

第 3部 
災害応急 

対策計画 

原子力災害発生直後から応急対策の終了に至るまでの間

における、災害応急対策にかかわる体制・措置など 

第 4部 
復旧･復興 

計  画 
市民生活の早期回復と生活安定を図るための措置 

 

なお、原子力艦の原子力災害の発生のおそれがある場合又は原子力艦の原子力災害

が発生した場合は、防災基本計画に記載されている原子力施設等の規定を参考にしつ

つ対応をとるものとする。 

 

３ 活動細部計画 

各部局は、本計画に基づく対策の実施に関し、活動細部計画を策定する。 

なお、活動細部計画は随時検討を加え、必要があると認めるときはこれを修正する。 

 

 

 

 

４ 計画の習熟 

各部局及び防災関係機関等は、日頃から災害対策に関する調査・研究に努めるとと

もに、所属職員に対する災害時の役割などを踏まえた実践的な教育・訓練の実施など

を通して、本計画及びこれに関連する他の細部計画等の習熟に努め、災害への対応能

力を高めるものとする。 

 

※この計画中の表記は、分かり易さの観点から原典とは異なっている部分がある。 

（必要に応じて策定） 

原子力災害対策計画編 活動細部計画 

実施細目・行動マニュアル
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第２章 計画の前提 

 

第１節 本計画の対象となる原子力関連施設                         

 

本計画の対象となる原子力関連施設は次のとおり。 

米海軍原子力艦 

停泊地 在日米海軍横須賀基地内（横須賀市稲岡町ほか） 
 

 

第２節 本計画において尊重するべき指針等                          

 

  本計画の専門的・技術的事項等ついては、「原子力艦の原子力災害対策マニュアル」

（平成16年８月25日中央防災会議主事会議申合せ）を十分に尊重するものとする。 

また、原災法第６条の２第１項の規定により、原子力規制委員会が定める原子力災

害対策指針についても参考にするものとする。 

 

 

第３節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の範囲                             

 

原子力災害対策重点区域については、これまでも市内全域としてきたことから、こ

れを踏襲し横須賀市全域とする。 

 

 

第４節 災害の想定                              

 

原子力艦に搭載されている原子炉は、原子力発電所で実用化されている加圧水型原

子炉と言われている。 

従って、緊急時に原子力艦から周辺環境へ放出される放射性物質及び放射線の放出

形態については、原子力災害対策指針で示す「原子炉施設で想定される放射性物質の

放出形態」に準じる。 
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第３章 本市及び防災関係機関等の業務大綱 

 

第１節 本市が行うべき業務の大綱                       

 

横 須 賀 市 

1 防災組織の整備及び育成指導 

2 防災知識の普及及び教育 

3 防災訓練の実施 

4 防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

5 消防活動その他の応急措置 

6 災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

7 県及び関係機関への支援の要請 

8 避難対策 

9 被災者に対する救助及び救護の実施 

10  医療救護活動の実施 

11  国や県が行う緊急時モニタリングに対する協力 

12  国（原子力規制委員会・海上保安庁等）が行う原子力 

艦の寄港に伴う放射能調査への協力 

13  風評被害等の影響の軽減 

14  その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

 

 

第２節 防災関係機関等の業務の大綱                      

 

１ 神奈川県 

神 奈 川 県 

1 防災組織の整備 

2 市町村及び防災関係機関の防災事務又は業務の実施につ 

いての総合調整 

3 防災知識の普及及び教育 

4 防災訓練の実施 

5 防災施設の整備 

6 防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

7 災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

8 環境放射線の監視及び緊急時モニタリングの実施 

9 関係機関への支援の要請 

10  立入制限、交通規制、その他社会秩序の維持 

11  市町村が実施する被災者の救助及び救護の応援 

12  医療救護活動の実施 

13  災害救助法に基づく被災者の救助 

14  風評被害等の影響の軽減 

15  その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 
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２ 指定地方行政機関 

関東管区警察局 

1 管区内各県警察の災害警備活動の指導調整 

2  管区内各県警察の相互援助の調整 

3  他管区警察局及び警視庁並びに管区内防災関係機関との 

連携 

南関東防衛局 
1 事故等発生時の関係地方公共団体等への連絡 

2  事故発生時の基地内における駐留軍等労働者の安全確保 

関東農政局 

1 災害時における生鮮食料品等の供給 

2  被災地周辺の農林畜水産物等の安全性の確認 

3  被災農林漁業者等に対する資金の融通の要請 

4  風評被害等の影響の軽減 

関東経済産業局 

1  生活必需品、復旧資材等防災関係物資の円滑な供給確保 

2  商工鉱業の事業者の業務の正常な運営確保 

3  被災中小企業の振興 

関東運輸局 

（神奈川運輸支局） 

1 連携災害時における関係機関及び輸送機関との連絡調整 

 

東京航空局 

（東京空港事務所） 

1 災害時における航空機の輸送に関し、安全確保等必要な 

措置の実施 

第三管区海上保安本部

(横須賀海上保安部) 

1 船艇、航空機等による原子力災害情報の伝達 

2  避難に関する情報の伝達・避難誘導等 

3  要請に基づく海上における緊急時モニタリングの支援 

4  原子力艦の寄港に伴う放射能調査への協力 

5  船艇、航空機等による救助、救急活動 

6  要請に基づく地方公共団体等の活動の支援 

7  通行船舶に対する航行の制限及び航泊禁止等の措置 

8  海上における治安の維持 

東京管区気象台 

（横浜地方気象台） 

1 気象に関する資料・情報の提供等緊急時モニタリングへ 

の支援 

関東総合通信局 

1 電波の監理並びに有線電気通信の監理 

2  防災及び災害対策用無線局の開設、整備についての指導 

3  災害時における非常通信の確保並びに非常通信の運用監 

督 

4  非常通信訓練の計画及びその実施についての指導 

5  非常通信協議会の育成、指導 

神奈川労働局（横須賀 

労働基準監督署） 

1 労働者の被ばく管理の監督指導 

2  労働災害調査及び労働者の労災補償 
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３ 指定公共機関 

東日本電信電話㈱、 

エヌ・ティ・ティ・コ

ミュニケーションズ 

㈱、㈱ＮＴＴドコモ 

1 電気通信の特別取扱 

日本赤十字社 

（神奈川県支部） 

1 医療救護 

2  救援物資の備蓄及び配分 

3  災害時の血液製剤の供給 

4  義援金の受付及び配分 

5  その他災害救援に必要な業務 

日本放送協会 

（横浜放送局） 

1 災害状況及び災害対策に関する放送 

東日本高速道路㈱ 

（関東支社） 

1 高速道路・一般有料道路の保全 

2  災害時における緊急交通路の確保 

 

日本通運㈱ 

（横浜支店） 

1 災害対策用物資の輸送確保 

2  災害時の応急輸送対策 

 

東京電力 

パワーグリッド㈱ 

（藤沢支社） 

1 関係機関に対する情報の提供 

2  緊急時モニタリング、放射線防護活動等、市及び関係機関 

が実施する原子力防災対策への協力 

ＫＤＤＩ㈱ 
1 電気通信施設の整備及び保全 

2  災害時における電気通信の疎通 

国立病院機構 
1 医療班の編成及び派遣 

2  災害時における被災患者の搬送及び受入 

国立研究開発法人 

量子科学技術研究 

開発機構放射線医学 

総合研究所 

1 放射線被ばく等による障害の専門的診断又は治療の実施 

 

４ 指定地方公共機関 

バス機関 

（京浜急行バス㈱） 

1 被災地の人員輸送の確保 

2  災害時の応急輸送対策 

横須賀市医師会 

横須賀市歯科医師会 

横須賀市薬剤師会 

1 医療助産等救護活動 

2  救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

放送機関 1 災害状況及び災害対策に関する放送 

新聞社 1 災害状況及び災害対策に関する報道 

一般社団法人神奈川

県トラック協会 

1 災害対策用物資の輸送対策 

2  災害時の応急輸送対策 
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５ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

農業協同組合 

1 市が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

2  農作物災害応急対策の指導 

3  農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっ旋 

4  被災農家に対する融資のあっ旋 

漁業協同組合 
1 市が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

2  被災組合員に対する融資又は融資のあっ旋 

商工会議所 
1 市が行う商工業関係被害調査及び応急対策への協力 

2  救助用物資及び復旧資材の確保についての協力 

金融機関 1 被災事業者等に対する資金融資 

病院等医療施設の 

管理者 

1 避難施設の整備及び避難訓練 

2  災害時における収容者の保護及び誘導 

3  災害時における病人等の収容及び保護 

4  災害時における被災負傷者の治療及び助産 

横須賀三浦 

放射線技師会 

1 医療機関における放射線防護の実施 

2  避難所等における周辺住民等の避難退域時検査への協力 

社会福祉施設の 

管理者 

1 避難施設の整備及び避難訓練 

2  災害時における入所者の保護及び誘導 

学校法人 
1 避難施設の整備及び避難訓練 

2  災害時における児童、生徒等の保護及び誘導 

 

６ 自衛隊 

自衛隊 

1 防災関係資料の基礎調査 

2  自衛隊災害派遣計画の作成 

3  横須賀市地域防災計画に合わせた防災に関する訓練 

4  人命又は財産の保護のために緊急に行う必要のある応急 

救護又は災害復旧 

5  災害救助のための防衛省の管理に属する物品の無償貸付 

及び譲与 

6  緊急時モニタリングへの支援 

 


